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１ 年齢階層別 高知市国保被保険者数の推移 （３月～２月平均）

※Ｒ７年度の被保険者数は、12月末までの月平均の被保険者数

１

R03/R02 R04/R03 R05/R04 R06/R05 R07/R06

合　　計 64,498 構成割合 63,759 構成割合 61,047 構成割合 57,834 構成割合 54,614 構成割合 52,505 構成割合 98.85% 95.75% 94.74% 94.43% 96.14%

0～59歳 28,931 (44.8%) 28,401 (44.5%) 27,574 (45.2%) 26,546 (45.9%) 25,225 (46.2%) 24,394 (46.5%) 98.17% 97.09% 96.27% 95.02% 96.71%

60～64歳 5,995 (9.3%) 5,834 (9.2%) 5,703 (9.3%) 5,422 (9.4%) 5,194 (9.5%) 5,157 (9.8%) 97.31% 97.75% 95.07% 95.79% 99.29%

65～69歳 11,985 (18.6%) 11,204 (17.6%) 10,453 (17.1%) 9,978 (17.2%) 9,569 (17.5%) 9,209 (17.5%) 93.48% 93.30% 95.46% 95.90% 96.24%

70～74歳 17,587 (27.3%) 18,320 (28.7%) 17,317 (28.4%) 15,888 (27.5%) 14,626 (26.8%) 13,745 (26.2%) 104.17% 94.53% 91.75% 92.06% 93.98%

R02 R03 R04 R05 R06 R07

60歳以上被保険者が
半数を超過
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２ 年齢別 高知市国保被保険者数 （令和７年１１月末時点）



３ 令和７年度 国保特別会計決算見込の状況

(１) 形式収支：＋３．８億円の黒字

（純繰越金0.1億円を除いた実質的単年度収支では、3.7億円の黒字)

(２) 決算見込の主な内容 （増減は現計予算差による。）
① 歳出（▲２．３億円）

ⅰ）保険給付費 ▲１．８億円
当初予算では、対前年一人当たり給付費の伸び率を＋3.0％に設定したが、10月診療分までの実績伸び率は、＋2.69％となっている。
今後の見込みを＋2.69％で推計し、医療給付費において1.4億円、出産育児一時金や葬祭費と合わせた給付費全体では1.8億円の不用
を見込む。

ⅱ）保健事業費 ▲０．１億円
委託実績等の減に伴い、特定健診未受診者対策や特定健診等事業において0.1億円の不用を見込む。

ⅲ）その他の支出 ▲０．４億円
総務費、還付金、予備費 等

② 歳入（＋１．５億円）
ⅰ）保険料収入 ＋４．９億円

現年度分の収納率は11月収納月報時点で前年同期に比べて▲0.6％程度減。決算見込上は当初予算ベースの収納率94％で見込む。
滞納繰越分は、前年同期比▲1.8％程度低くなっているが、現時点では当初予算ベースの34％で見込む。

ⅱ）県保険給付費等交付金 ▲１．３億円
普通交付金は保険給付費と連動し▲1.5億円。
特別交付金は実績見込により＋0.2億円で見込む。

ⅲ）その他の収入 ▲２．１億円
収支見込により基金繰入金を▲1.2億円減額調整、一般会計繰入金▲0.9億円、繰越金＋0.1億円、その他▲0.1億円

※ 不確定要素について
① 国・県の特別調整交付金は現時点での推計であり、年度末頃まで未確定。
② 新たな不用の発生等により、支出については変動が見込まれる。

３
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１ 当初予算案の概要

令和８年度 高知市国民健康保険事業特別会計 当初予算（案）◇第１号議案

（1）事業費納付金の推移

（2）国保運営基金の推移

令和８年度当初予算額 314.4億円（対前年度 ▲1.9億円、対前年度予算比 ▲0.59％）

県から示された事業費納付金は、令和８年度からの子ども・子育て支援納付金制度の開始に伴い、総額は78.7億円で対前年＋0.2億円、本市の一人当

たり納付金額は＋5.3％増となった。

令和８年度の予算の収支を試算したところ、保険料率を据え置きとした場合1.7億円の黒字が見込まれた。黒字の主要因は、所得の上昇による一人当た

り保険料収入の増加である。また、令和８年度の応能割（所得割）と応益割（均等割及び平等割）の割合を試算したところ、後期高齢者支援金分において

応能：応益＝59：41となり、条例規定の50：50から乖離しているため是正する必要がある。

以上のことから、令和８年度においては所得割を引き下げることとし、基金1.3億円を活用することで予算ベースで３億円程度（平均6,000円弱／人）の保

険料率の減額改定を行うこととする。

令和９年度以降は、給与所得控除の引上げ等により保険料賦課に影響を及ぼす可能性がある制度改正が控えていることや、令和12年度の保険料統一

に向け段階的な保険料改定を行う必要があることから、保険料収入影響額等を入念に試算したうえで、基金運営を含めた保険料率等の設定に取り組ん

でいく必要がある。

また、県に対しては、決算剰余金が積み上がっている国保財政調整基金を適正に活用することにより、被保険者の負担軽減、市町村国保の安定的な

財政運営へ寄与することを強く求めていく 。

介護納付金分 5.5億円 5.6億円 0.1億円 101.82%

子ども・子育て支援納付金分 － 1.6億円 1.6億円 －

合計 78.5億円 78.7億円 0.2億円 100.25%

基礎賦課（医療給付費）分 55.7億円 54.5億円 ▲ 1.2億円 97.85%

後期高齢者支援金分 17.3億円 17.0億円 ▲ 0.3億円 98.27%

事業費納付金 Ｒ７ Ｒ８ 前年増減 増減割合
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２ 令和８年度の重点項目

①子ども・子育て支援納付金制度に係る保険料賦課の開始
子ども・子育て支援納付金制度について、令和８年度から全国の医療保険制度において保険料の賦課が開始されるため、本市国保においても保険

料の賦課を行う必要がある。（所得割・均等割の２方式で平均2,500円程／人）

②介護納付金制度に係る賦課方式の変更
介護納付金制度について、本市においては所得割・均等割・平等割の３方式で賦課を行っていたが、令和12年度に予定される県統一保険料では、
所得割・均等割の２方式となる。そのため、同じく２方式の子ども・子育て支援納付金の賦課が開始される令和８年度に介護納付金についても賦課方式
の変更を行う。

③所得割の引下げについて
令和５年度以降は所得の上昇により保険料収入が増加しており、実質収支の黒字が続いている。令和７年度においても12月時点の決算見込で3.7億

円の実質収支黒字が発生する見込みである。
令和８年度予算の収支を試算したところ、保険料率を据え置きとした場合1.7億円の黒字が見込まれた。黒字の主な要因は、所得の上昇による保険料

収入の増加である。また、令和８年度の応能応益割合を試算したところ、後期高齢者支援金分において応能：応益＝59：41となり、条例規定の50：50か
ら乖離しているため是正する必要がある。

以上のことから、令和８年度においては所得割を引き下げることとし、基金を活用することで予算ベースで３億円程度（平均6,000円弱／人）の保険料
率の減額改定を行う。

◇第１号議案

（1）保険料率等の改定
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近年は物価上昇等の影響により、保険料収納率は現年・滞納ともに低下している。
令和７年度については、滞納処分の適正な執行を行うとともに、現年分の滞納者への早期納付勧奨やコンビニ収納等の利便性の確保等、適正な収納業

務を実施している。
このことから、令和８年度予算においても近年の実績を反映し、令和７年度同率の現年分収納率を医療分94％、介護分92％、子ども分94％、滞納繰越分
収納率を34.0％で見込み、引き続き適正な収納業務を行っていく。

（2）保険料収納額の確保

「第３期高知市データヘルス計画（令和６～11年度）」に基づき、特定健診や特定保健指導を基軸として、本市の医療費の17％を占める糖尿病や慢性腎
臓病等の生活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組み、生活習慣病関連医療費を削減していくこととしている。

また、令和３年度からは、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」として、高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握し、フレイル予防等も
行っている。

①特定健診未受診者に対する民間企業のノウハウを活用した効果的な受診勧奨事業の実施に加え、健診結果説明会や年度途中国保加入者への受診券
の随時発行、関係機関と連携した啓発、さらに39歳健診等を進める（受診率45％）。

②特定保健指導の訪問利用勧奨や巡回型集団健診当日の初回面接分割実施、ICTを活用した指導等による特定保健指導実施率、改善率の向上に取り
組む（実施率54％）。

③新規透析者の減少に向けて、県のプログラムに基づき治療中断者、医療機関未受診者、治療中の重症化リスクが高い者に対する糖尿病性腎症重症化
予防及び新規脳梗塞等発症者の減少に向けて特定健診結果に基づく医療機関受診勧奨等も併せて行う。

（4）保険者努力支援制度への対応

（3）効果的な保健事業の実施と疾病予防・重症化予防の推進

平成30年度から都道府県及び市町村に対する保険者努力支援制度が本格実施。当該制度は、特定健診・特定保健指導の実施率や糖尿病等の重症化
予防、子どもの外来医療費について市民に窓口負担を求めるなどの取組が評価項目に掲げられており、各項目の実績により国の補助金が配分される。
本市の令和７年度実績は、国の予算規模約400億円（市町村分）に対して0.9億円。令和８年度の本市への交付は1.1億円程度になる見込である。
今後についても、全国に比べて低い特定健診・特定保健指導実施率の向上、さらなる評価基準達成に向け、積極的に取り組んで行く必要がある。



高知市国保の改正案（国基準に沿った改正）

７割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円 （変更なし）
５割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋ 30.5万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円

（改正後）43万円 ＋ 31万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円
２割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋ 56万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円

（改正後）43万円 ＋ 57万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円

【軽減判定所得基準額の引上げに伴う影響】
影響世帯数：133世帯（５割軽減：72世帯、２割軽減：61世帯） 保険料収入影響額：▲2,600千円 ７

３ 令和８年度実施予定の制度改正について（保険料関係）

◇第１号議案

（1）子ども・子育て支援納付金に関する規定の新設【国制度改正】

令和７年度は、国は賦課限度額を109万円（対前年＋３万円）としており、令和12年度の国民健康保険料率の県下統一を見据え、国基準同額としてい
る。

令和８年度の税制改正においては、国は賦課限度額を113万円（対前年＋４万円）とする予定であり、本市においても、中間所得層の保険料負担の
上昇をできる限り緩和する観点からも、国基準に合わせ、対前年＋４万円としたい。

（4）保険料軽減対象世帯の所得判定基準の引上げ【国制度改正】

Ｒ７年度 賦課限度額：109万円（対前年+３万円）
<内訳>基礎賦課分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円

Ｒ８年度 賦課限度額：113万円（対前年+４万円）
<内訳>基礎賦課分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円、子ども・子育て支援納付金分３万円 予定

【賦課限度額引上げに伴う影響】
（基礎賦課分）影響世帯数：641世帯 保険料収入影響額：＋6,336千円

賦課限度額を引上げなかった場合の一人当たり保険料負担増加額：＋126円

（3）保険料の賦課限度額の引上げ【国制度改正】

賦課方式：所得割・均等割の２方式（県基準と同様）
令和10年度までに段階的に賦課額が増加する予定。

（2）介護納付金に関する規定の改正【県統一】

賦課方式の変更：３方式（所得割・均等割・平等割）→２方式（所得割・均等割）
令和12年度に予定される県統一保険料では２方式となるため、同じく２方式の子ども・子育て支援納付金の賦課が開始される令和８年度に介護納付

金についても賦課方式の変更を行う。



◇第１号議案

８

医療給付費について、令和７年度12月支出時点の医療給付費対前年一人当たり伸び率（３月から10月診療分）は＋2.7％であり、予算時の伸び率

＋3.0％を下回る伸び率となっている。

令和８年度の診療報酬の改定は全体で＋1.54％（本体＋2.41％、薬価等▲0.87％）となり、国は一人当たりの医療費伸び率を＋2.3％（対前年度予

算比）で見込んでいる。

しかし、入院医療費が高い高知県においては、本体の改定により、国の推計より医療費の増の影響が大きくなることが想定されるため、令和８年度

予算においては、一人当たりの医療費伸び率を＋4.0％で推計し、保険給付費を▲1.1億円減の227億円で見込んでいる。

４ 保険給付費について

【参考】 本市の一人当たり診療費の実績について

※令和２・４年度実績は、新型コロナ感染症の影響により伸び率が低いが、令和５年度実績はコロナ受診控えの反動等により、かなり高い伸び率と
なっている。一人当たり診療費は毎年伸びる傾向となっており、Ｈ26→R6の10年間で126.37％伸びている。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

一人当たり診療費 303,591円 317,626円 326,551円 333,710円 340,068円 350,073円 352,278円 362,704円 362,936円 376,663円 383,663円

伸び率 101.87% 104.62% 102.81% 102.19% 101.91% 102.94% 100.63% 102.96% 100.06% 103.78% 101.86%

H26→R6 126.37%

（参考）国の診療報酬(本体)改定率（原則２年に１回）

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R８ R９（予定）

診療報酬（本体）改定率 +0.73% +0.49% +0.55% +0.41% +0.55% +0.43% +0.88% +1.54% +3.77%

※うち消費税対応+0.63% ※消費税対応 　※６月改定に変更

　10月改定



◇第１号議案

（1）医療分（基礎賦課分・後期高齢者支援金分）保険料額

（2）介護納付金分保険料額（介護納付金賦課額：介護２号被保険者に係る介護保険料）

１人当たり保険料算定額：24,200円／人（令和７年度予算：23,000円／人）

９

５ 保険料の賦課について

令和８年度保険料予算については、令和７年度本算定数値をベースにして、以下の内容で算出。

①保険料賦課限度額を国基準に沿って引上げ
（影響世帯数） 641世帯
（保険料収入影響額） ＋6,336千円

②保険料軽減対象世帯の所得判定基準を国基準に沿って引上げ
（影響世帯数） 133世帯（５割軽減：72世帯、２割軽減：61世帯）
（保険料収入影響額） ▲2,600千円

③税制改正による影響 ▲81,296千円

④保険料率の減額改定 ▲300,000千円（所得割賦課額）

１人当たり保険料算定額：89,500円／人（令和７年度予算：89,000円／人）

（3）子ども・子育て支援納付金分保険料額

１人当たり保険料算定額：2,500円／人

●１人あたり保険料比較
（円）

対前年
増減

対前年
増減

84,600 86,000 89,000 3,000 89,500 500

22,800 22,000 23,000 1,000 24,200 1,200

- - - - 2,500 -

令和８年度(案）
令和５年度(予算） 令和６年度(予算）

介　護

令和７年度(予算）

医　療

子ども

【推計条件】①賦課限度額は国基準に沿って引上げ、②保険料軽減対象世帯の所得判定基準も国基準に
沿って引上げ、③税制改正による影響、④所得割賦課額引下げ

●被保険者数推移
（人）

令和５年度 令和６年度

年度平均
(4-3ﾍﾞｰｽ)

年度平均
(4-3ﾍﾞｰｽ)

対前年
増減（当初）

対前年
増減（当初）

57,567 54,370 51,800 ▲ 2,570 50,100 ▲ 1,700

19,557 18,882 18,200 ▲ 682 18,000 ▲ 200

- - - - 50,100 -

医　療

令和７年度(予算） 令和８年度(案）

子ども

介　護



10

６ 令和８年度予算（案）総括表

◇第１号議案

令和８年度当初規模は、対前年度比186,000千円の減 １ 令和８年度当初予算（案） 31,436,000千円
２ 前年度（７年度）当初予算 31,622,000千円
３ 対前年度予算比 99.41％

（単位：千円）予算の内訳

3,279,200 3,266,600 △ 12,600 712,648 609,483 △ 103,165

23,176,650 23,201,899 25,249 22,796,140 22,686,240 △ 109,900

2,715,366 2,388,043 △ 327,323 222,781 220,932 △ 1,849

89,477 49,777 △ 39,700 27,000 27,000 0

79,163 94,408 15,245 5,571,287 5,447,072 △ 124,215

10,000 10,000 0

0 0 0

29,339,856 29,000,727 △ 339,129 29,339,856 29,000,727 △ 339,129

1,294,700 1,198,000 △ 96,700 1,732,083 1,702,643 △ 29,440

404,840 422,400 17,560 5,000 5,000 0

30,523 80,223 49,700

7,020 7,020 0

1,737,083 1,707,643 △ 29,440 1,737,083 1,707,643 △ 29,440

31,076,939 30,708,370 △ 368,569 31,076,939 30,708,370 △ 368,569

390,345 405,930 15,585 542,561 561,450 18,889

152,196 155,500 3,304 2,500 2,500 0

0 0 0

2,520 2,520 0

545,061 563,950 18,889 545,061 563,950 18,889

0 117,160 117,160 0 163,180 163,180

0 46,000 46,000 0 500 500

0 0 0

0 520 520

0 163,680 163,680 0 163,680 163,680

31,622,000 31,436,000 △ 186,000 31,622,000 31,436,000 △ 186,000

　　合　　　　計

総 合 計 総 合 計

　　合　　　　計

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
納
付
金
分

国 民 健 康 保 険 料 国 保 事 業 費 納 付 金 （ 子 ど も分）

一 般 会 計 繰 入 金 還 付 金

基 金 繰 入 金

そ の 他

　　合　　　　計

　　合　　　　計 　　合　　　　計

介
護

納
付
金
分

国 民 健 康 保 険 料 国 保 事 業 費 納 付 金 （ 介 護 分 ）

一 般 会 計 繰 入 金 還 付 金

基 金 繰 入 金

そ の 他

　　合　　　　計

そ の 他

　　小　　　　計 　　小　　　　計

　　小　　　　計 　　小　　　　計

後
期
高
齢
者

支
援
金
分

国 民 健 康 保 険 料 国保事業費納 付金 （支 援金 分）

一 般 会 計 繰 入 金 還 付 金

基 金 繰 入 金

予 備 費

そ の 他

基 金 繰 入 金 還 付 金

そ の 他 国 保 事 業 費 納 付 金 （ 基 礎 分 ）

一 般 会 計 繰 入 金 保 健 事 業 費

令和８年度 比　　　較

医
療
分

基
礎
賦
課
分

国 民 健 康 保 険 料 総 務 費

保 険 給 付 費 等 交 付 金 保 険 給 付 費

科         目 令和７年度 令和８年度 比　　　較 科　　　　　目 令和７年度

歳　　　　　　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　　　出



高知市国民健康保険条例の一部改正（案）
◇第２号議案

１ 子ども・子育て支援納付金に関する規定の新設

11

賦課方式：所得割・均等割の２方式（県基準と同様）

２ 介護納付金に関する規定の改正

賦課方式の変更：３方式（所得割・均等割・平等割）→２方式（所得割・均等割）
令和12年度に予定される県統一保険料では２方式となるため、同じく２方式の子ども・子育て支援納付金の賦課が開始される令和８年度に介護納付

金についても賦課方式の変更を行う。

３ 保険料の賦課限度額の引上げ

令和７年度は、国は賦課限度額を109万円（対前年＋３万円）としており、令和12年度の国民健康保険料率の県下統一を見据え、国基準同額としてい
る。

令和８年度の税制改正においては、国は賦課限度額を113万円（対前年＋４万円）とする予定であり、本市においても、中間所得層の保険料負担の
上昇をできる限り緩和する観点からも、国基準に合わせ、対前年＋４万円としたい。

＜参考＞
Ｒ７年度 賦課限度額：109万円（対前年+３万円）

<内訳>基礎賦課分66万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円
Ｒ８年度 賦課限度額：113万円（対前年+４万円）

<内訳>基礎賦課分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護納付金分17万円、子ども・子育て支援納付金分３万円 予定

４ 保険料軽減対象世帯の所得判定基準の引上げ

７割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋（給与所得者等－１）×10万円（変更なし）
５割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋ 30.5万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円

（改正後）43万円 ＋ 31万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円
２割軽減基準額 （現行） 43万円 ＋ 56万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円

（改正後）43万円 ＋ 57万円 × 被保険者数 ＋ （給与所得者等－１） × 10万円



12

段階的に
賦課額が増加
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段階的に
賦課額が増加
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